
公示
本大会は、日本自動車連盟（JAF）公認のもとに国際自動車連盟（FIA）の
国際モータースポーツ競技規則ならびにそれに準拠した日本自動車連
盟（JAF）の国内競技規則、2005年日本ジムカーナ/ダートトライアル選
手権規定、JMRC北海道ダートトライアルジュニアシリーズ共通規定及
び本特別規則に従って開催される。

第1条　競技会名称
� 2005年JMRC北海道ダートトライアルジュニアシリーズ第4戦
� JMRCオールスター選抜
� チボースプリングアタック

第2条　競技種目
� ダートトライアル

第3条　格式
� JAF公認準国内競技

第4条　開催日
� 2005年5月8日（日）

第5条　開催場所
� オートスポーツランドスナガワ

第6条　オーガナイザー
� チーム・チボー�
　　　　住所：060-0013札幌市中央区北13条西15丁目1-5
� 永井方
� TEL011-716-6631　FAX011-716-6631

第7条　審査委員会
� 審査委員長� 中田　省吾
� 審査委員� 北川一二三

第8条　大会役員
� 組織委員長� 永井　　真
� 組織委員� 大橋登美雄
� 競技長� 永井　　真
� コース委員長� 藤原　稔広
� 計時委員長� 酒井　紀之
� 技術委員長� 石川　和男
� 救急委員長� 米沢　　章
� 事務局長� 大橋登美雄

第9条　参加車両
1.N部門に参加する車両は、FIA公認車両およびJAF公認車両又
は登録車両で、当該年度JAF国内競技車両規則第２編登録番
号標付き車両共通規定に定めるN車両（N車両）に適合したも
のとする。
2.S部門に参加する車両は、FIA公認車両およびJAF公認車両又
は登録車両で、当該年度JAF国内競技車両規則第４編第２章
スピードＳ車両規定に適合したものとする。
3.D部門に参加する車両は、当該年度JAF国内競技車両規則第４
編第3章スピードD車両規定に適合したものとする。

第１０条　競技クラス区分
1.スピードN.B.SA車両部門
J-1クラス　気筒容積1600cc以下の4輪駆動のN.B.SA車両
J-2クラス　気筒容積1600cc以下の2輪駆動のN.B.SA車両
J-3クラス　気筒容積1601cc以上の2輪駆動のN.B.SA車両
J-4クラス　気筒容積1601cc以上のJ-5クラス以外の4輪駆�
　　　　　 動のN.B.SA車両
J-5クラス　4輪駆動のN.B.SA車両のうちランサー2000ccタ　
　　　　 　ーボとインプレッサ2000ccターボ
2．スピードSC・D車両部門
　2005年JAF国内車両規定に準拠する。

3．選手権外部門
　賞典外クラス：気筒容積による区分なし

　　　　クローズドクラス：気筒容積による区分なし
第１１条　参加資格
1.当該年度有効なJAF競技運転許可証所持者とする。
2.満20才未満の競技運転者は、参加申し込みに際し、親権者の
承諾書をオーガナイザーに提出しなければならない。

第１２条　参加人数�
� １８０名までとする。

第１３条　参加料
�N・B・SA・SC・D車両部門� 15,000円
　賞典外クラス� 9,000円
　クローズドクラス� 6,000円�

1）但しJMRC北海道に加盟するクラブ団体の構成員であること
が競技ライセンスに押印された登録印によって確認出来る
者は上記参加料よリ3,000円差し引く。（クローズドクラスは
除く）
2）JMRC北海道互助会会員であることを競技会当日に加入証に
よって確認できた者は、上記参加料よリ1,000円割引返金す
る。

　　
第１４条　参加受付期間及び参加申込場所
�1.参加受付期間�
�　開催日の14日前よリ7日前まで
�2.参加申込場所（大会事務局）
�　住所003-0022札幌市白石区南郷通19丁目南4-9
�　（株）プランニング.フオー内
�　TEL011-864-1101　FAX011-864-1182

第１５条　競技のタイムスケジュール
� 参加確認� AMO8：00～AMO9：00
� 公式車検� AMO8：00～AMO9：15
� 慣熟歩行� AMO9：15～AM10：15
� ブリーフィング� AM10：15～
� 競技開始� AM10：30～

第１６条　賞典
1.全クラス

� 　1～3位：JAFメダル.トロフィー.副賞.スポンサー賞
� 　4～6位：トロフィー.副賞.スポンサー賞
� 　（但し、参加台数の30％以内とする）
2.表彰対象者が表彰式に欠席した場合は、表彰を放棄したもの
としてオーガナイザーの用意した副賞は授与されない。

第１７条　付則
本規則に記載されていない事項についてはJAF国内競技規則
とその付則及び2005年日本ジムカーナ/ダートトライアル選
手権規定、JMRC北海道ダートトライアルジュニアシリーズ規
定に準じる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上大会組織委員会


